
第２回吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会 

議事概要 

 

 

議題１ 本委員会の検討対象となる不適正事務処理の内容について 

・本委員会の検討対象について、審議の結果、現時点までの調査の過程において、諮問書記

載内容以外に検討対象とすべき事務処理は出てきていないことをふまえ、諮問書「２．諮

問理由」記載の事実を対象とすることを決定した。 

 

議題２ 各不適正事務処理（対応状況）の検討事項について 

・各適正事務処理の対応状況について、第１次調査資料等に基づいて検討を行った。 

 

議題３ 原因分析について 

・原因分析について、技術的、組織的及び人的観点から、意見交換を行った。 

 

議題４ 再発防止策について 

・再発防止策について、技術的、組織的及び人的観点から、意見交換を行った。 

 

議題５ 第２次調査の調査対象について 

・第２次調査の対象を、審議の結果、副町長及水道関係職員とすることを決定した。 

 

議題６ 報告書提出の最終締切について 

・報告書提出の最終締切日について、審議の結果、現時点では、確定していない状況にある

が、３月下旬を目途に報告書を作成することを決定した。 


